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(57)【要約】
【課題】受圧部や支持部の設計自由度を向上させること
ができる乗物用シートを提供する。
【解決手段】シートクッションおよびシートバックを備
え、シートバックの左右のフレームを構成する左右のサ
イドフレーム２０を有する乗物用シートであって、左右
のサイドフレーム２０の間で乗員の後方に配置され、左
右のサイドフレーム２０に対して後退移動可能に設けら
れた受圧部材４０（受圧部）と、受圧部材４０の左右両
端部から左右方向外側に向けて延び出し、シートバック
内で乗員の上体側部を支持する支持部材７０（支持部）
とを備える。受圧部材４０と支持部材７０は、別体とし
て形成されている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シートクッションおよびシートバックを備え、前記シートバックの左右のフレームを構
成する左右のサイドフレームを有する乗物用シートであって、
　前記左右のサイドフレームの間で乗員の後方に配置され、前記左右のサイドフレームに
対して後退移動可能に設けられた受圧部と、
　前記受圧部の左右両端部から左右方向外側に向けて延び出し、前記シートバック内で乗
員の上体側部を支持する支持部と、を備え、
　前記受圧部と前記支持部は、別体として形成されたことを特徴とする乗物用シート。
【請求項２】
　前記支持部は、前記受圧部に対して着脱可能に構成されたことを特徴とする請求項１に
記載の乗物用シート。
【請求項３】
　前記支持部は、
　乗員の上体側部を支持する板状の支持部本体と、
　前記支持部本体から前記受圧部に向けて延出し、前記受圧部の左右両端に設けられた係
合穴に係合可能な係合爪と、
　前記係合爪の延出方向に沿って延びる、前記支持部本体に設けられたリブと、を有する
ことを特徴とする請求項２に記載の乗物用シート。
【請求項４】
　前記支持部は、前記支持部本体から前記受圧部に向けて延出し、前記受圧部の後面に沿
って前記受圧部の左右両端の後ろまで延びて当該支持部の後方への回動を規制する規制部
を有することを特徴とする請求項３に記載の乗物用シート。
【請求項５】
　前記支持部は、厚みが前記受圧部よりも厚いことを特徴とする請求項１から請求項４の
いずれか１項に記載の乗物用シート。
【請求項６】
　左右方向に延び、前記左右のサイドフレームと前記受圧部を連結する連結ワイヤを備え
、
　前記連結ワイヤは、前記受圧部と前記支持部との連結部分を避けて、前記受圧部と前記
支持部の後ろを通るように配置されたことを特徴とする請求項１から請求項５のいずれか
１項に記載の乗物用シート。
【請求項７】
　前記受圧部と前記支持部は、前記受圧部の左右それぞれに、上下方向に並ぶ少なくとも
２つの連結部分を有し、
　前記連結ワイヤは、左右方向に沿って直線状に延びる部分が、上下方向に並ぶ２つの連
結部分の間に配置されたことを特徴とする請求項６に記載の乗物用シート。
【請求項８】
　前記連結ワイヤは、前記支持部の後方に、上および下の少なくとも一方に向けて凸とな
る屈曲部分を有することを特徴とする請求項６または請求項７に記載の乗物用シート。
【請求項９】
　前記受圧部と前記支持部との連結部分は、前記サイドフレームの左右方向内側に配置さ
れたことを特徴とする請求項１から請求項８のいずれか１項に記載の乗物用シート。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シートクッションおよびシートバックを備えた乗物用シートに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、左右のサイドフレームの間で乗員の後方に配置され、左右のサイドフレーム
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に対して後方へ移動可能に設けられた受圧部材を備えた車両用シートが知られている（特
許文献１参照）。このような受圧部材は、通常の着座時にはクッション材を介して乗員の
上体を後方から支持し、後突時には後退移動する乗員の上体に押されて後方へ移動するこ
とで、乗員の上体をシートバックに沈み込み可能としている。乗員の上体がシートバック
に沈み込むことで、乗員の頭部がヘッドレストに近づいて支持されるため、後突時に乗員
の頸部に加わる衝撃を軽減することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－８３２６８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、本願出願人は、乗員の上体を安定して支持するため、受圧部材（受圧部）の
左右両端部に左右方向外側に向けて延び出す支持部を新たに設けることを検討している。
しかしながら、受圧部のサイズは、シートのサイズに応じて異なるため、シートのサイズ
ごとに、支持部を設けた受圧部を準備する必要がある。また、受圧部のサイズが同じであ
っても、シートの使用目的に応じて支持部のサイズや形状などを変更する必要が生じるこ
とも考えられる。
【０００５】
　本発明は、以上のような背景に鑑みてなされたものであり、受圧部や支持部の設計自由
度を向上させることができる乗物用シートを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記した目的を達成するため、本発明の乗物用シートは、シートクッションおよびシー
トバックを備え、前記シートバックの左右のフレームを構成する左右のサイドフレームを
有する乗物用シートであって、前記左右のサイドフレームの間で乗員の後方に配置され、
前記左右のサイドフレームに対して後退移動可能に設けられた受圧部と、前記受圧部の左
右両端部から左右方向外側に向けて延び出し、前記シートバック内で乗員の上体側部を支
持する支持部と、を備え、前記受圧部と前記支持部は、別体として形成されたことを特徴
とする。
【０００７】
　このような構成によれば、受圧部と支持部を別体として形成したことで、それぞれを個
別に製造することができるため、受圧部と支持部を一体に製造する場合と比較して、受圧
部や支持部の製造可能なサイズや形状などのバリエーションを増加させることができる。
これにより、受圧部や支持部の設計自由度を向上させることができる。
【０００８】
　前記した乗物用シートにおいて、前記支持部は、前記受圧部に対して着脱可能に構成す
ることができる。
【０００９】
　このような構成によれば、受圧部に対して支持部を取り付けたり取り外したりすること
ができるので、支持部の取り替えが可能となる。これにより、例えば、支持部の交換や受
圧部の再利用などが可能となる。
　なお、仮に、受圧部に対して支持部を接着剤などで固定した場合には、支持部の交換や
受圧部だけの再利用などができないという可能性があるが、上記構成によれば解決するこ
とができる。
【００１０】
　前記した乗物用シートにおいて、前記支持部は、乗員の上体側部を支持する板状の支持
部本体と、前記支持部本体から前記受圧部に向けて延出し、前記受圧部の左右両端に設け
られた係合穴に係合可能な係合爪と、前記係合爪の延出方向に沿って延びる、前支持部本
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体に設けられたリブと、を有する構成とすることができる。
【００１１】
　このような構成によれば、支持部の係合爪と受圧部の係合穴との係合により、受圧部に
対して支持部を容易に取り付けることができる。また、支持部本体にリブが設けられてい
ることで、支持部の剛性を向上させることができるので、支持部によって乗員の上体側部
を安定して支持することができる。
　なお、仮に、ボルトとナットの締結などにより受圧部に対して支持部を取り付けた場合
には、支持部の取り付けに手間がかかる可能性があるが、上記構成によれば解決すること
ができる。また、仮に、支持部本体が平坦な板状である場合には、支持部本体が撓みやす
くなるため安定的な支持が難しいこともあるが、上記構成によれば安定的な支持が可能と
なる。
【００１２】
　前記した乗物用シートにおいて、前記支持部は、前記支持部本体から前記受圧部に向け
て延出し、前記受圧部の後面に沿って前記受圧部の左右両端の後ろまで延びて当該支持部
の後方への回動を規制する規制部を有する構成とすることができる。
【００１３】
　このような構成によれば、規制部によって支持部の後方への回動を規制することができ
るので、支持部によって乗員の上体側部を安定して支持することができる。また、支持部
の後方への回動が規制されることで、係合爪（支持部）が係合穴（受圧部）から外れてし
まうことを抑制することができる。
　なお、仮に、支持部が後方へ大きく回動可能であった場合には、安定的な支持が難しい
こともあるが、上記構成によれば安定的な支持が可能となる。また、支持部が後方へ大き
く回動可能であった場合には、支持部が受圧部から外れてしまう可能性があるが、上記構
成によれば解決することができる。
【００１４】
　前記した各乗物用シートにおいて、前記支持部は、厚みが前記受圧部よりも厚い構成と
することができる。
【００１５】
　このような構成によれば、支持部の剛性を向上させることができるので、支持部によっ
て乗員の上体側部を安定して支持することができる。
　なお、仮に、支持部の厚みが受圧部の厚みよりも薄い場合には、安定的な支持が難しい
こともあるが、上記構成によれば安定的な支持が可能となる。
【００１６】
　前記した各乗物用シートは、左右方向に延び、前記左右のサイドフレームと前記受圧部
を連結する連結ワイヤを備え、前記連結ワイヤが、前記受圧部と前記支持部との連結部分
を避けて、前記受圧部と前記支持部の後ろを通るように配置された構成とすることができ
る。具体的には、例えば、前記受圧部と前記支持部が、前記受圧部の左右それぞれに、上
下方向に並ぶ少なくとも２つの連結部分を有する構成において、前記連結ワイヤは、左右
方向に沿って直線状に延びる部分が、上下方向に並ぶ２つの連結部分の間に配置された構
成とすることができる。
【００１７】
　このような構成によれば、連結ワイヤと、受圧部と支持部との連結部分との干渉を抑制
することができる。これにより、例えば、受圧部に係合した支持部の係合部分が受圧部か
ら後方へ突出するような構成においては、連結ワイヤによって係合部分（連結部分）の突
出した部位が前方に向けて押されることがなくなるため、支持部が受圧部から外れてしま
うことを抑制することができる。また、連結ワイヤが支持部の後ろを通るように配置され
ることで、支持部にかかった荷重を連結ワイヤによっても支えることができるので、乗員
の上体側部を安定して支持することができる。
　なお、仮に、連結ワイヤが連結部分を通るように配置された場合には、連結ワイヤによ
って連結部分が押されるなどして支持部が受圧部から外れてしまう可能性があるが、上記
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構成によれば解決することができる。また、仮に、支持部と連結ワイヤが上下にずれて配
置された場合には、連結ワイヤは乗員の支持にそれほど寄与しないが、上記構成によれば
連結ワイヤを乗員の支持に有効に利用することができる。
【００１８】
　前記した連結ワイヤを備える乗物用シートにおいて、前記連結ワイヤは、前記支持部の
後方に、上および下の少なくとも一方に向けて凸となる屈曲部分を有する構成とすること
ができる。
【００１９】
　このような構成によれば、連結ワイヤの支持部の後ろに配置された部分の面積が大きく
なるので、支持部にかかった荷重を連結ワイヤによって安定して支持することができる。
これにより、乗員の上体側部をより安定して支持することができる。
【００２０】
　前記した各乗物用シートにおいて、前記受圧部と前記支持部との連結部分は、前記サイ
ドフレームの左右方向内側に配置された構成とすることができる。
【００２１】
　このような構成によれば、連結部分とサイドフレームとの干渉を抑制することができる
。これにより、例えば、連結部分に不要な荷重がかかることを抑制できるので、支持部が
受圧部から外れてしまうことを抑制することなどが可能となる。
　なお、仮に、連結部分とサイドフレームが左右に重なって配置された場合には、連結部
分がサイドフレームに当たるなどして支持部が受圧部から外れてしまう可能性があるが、
上記構成によれば解決することができる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、受圧部と支持部が別体として形成されているので、受圧部や支持部の
設計自由度を向上させることができる。
【００２３】
　また、本発明によれば、支持部を受圧部に対して着脱可能に構成することで、支持部の
取り替えが可能となるので、支持部の交換や受圧部の再利用などが可能となる。
【００２４】
　また、本発明によれば、支持部に受圧部の係合穴に係合可能な係合爪を設けることで、
受圧部に対して支持部を容易に取り付けることができる。また、支持部本体にリブを設け
ることで、剛性が向上するので、乗員の上体側部を安定して支持することができる。
【００２５】
　また、本発明によれば、支持部に自身の後方への回動を規制する規制部を設けることで
、乗員の上体側部を安定して支持することができる。また、係合爪が係合穴から外れてし
まうことを抑制することができる。
【００２６】
　また、本発明によれば、支持部の厚みを受圧部よりも厚くすることで、支持部の剛性が
向上するので、乗員の上体側部を安定して支持することができる。
【００２７】
　また、本発明によれば、連結ワイヤを、受圧部と支持部との連結部分を避けて、受圧部
と支持部の後ろを通るように配置することで、連結ワイヤと連結部分との干渉を抑制する
ことができる。また、支持部にかかった荷重を連結ワイヤによっても支えられるので、乗
員の上体側部を安定して支持することができる。
【００２８】
　また、本発明によれば、支持部の後方で連結ワイヤに上や下に向けて凸となる屈曲部分
を設けることで、支持部にかかった荷重を連結ワイヤによって安定して支持することがで
きるので、乗員の上体側部をより安定して支持することができる。
【００２９】
　また、本発明によれば、受圧部と支持部との連結部分をサイドフレームの左右方向内側
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に配置することで、連結部分とサイドフレームとの干渉を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】一実施形態に係る乗物用シートとしての車両用シートの斜視図である。
【図２】車両用シートに内蔵されるシートフレームの斜視図である。
【図３】シートフレームを構成するシートバックフレームの正面図である。
【図４】受圧部材と支持部材の斜視図であり、支持部材取り付け前を示す図（ａ）と、支
持部材取り付け後を示す図（ｂ）である。
【図５】図３のＸ－Ｘ断面図である。
【図６】図３のＹ－Ｙ断面図である。
【図７】シートバックに後退移動荷重が作用したときのシートバックの断面図であり、乗
員の胸部の高さに対応する部分を示す図（ａ）と、乗員の腰部の高さに対応する部分を示
す図（ｂ）である。
【図８】変形例に係る車両用シートの図３のＸ－Ｘ断面図に相当する図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　次に、本発明の一実施形態について、適宜図面を参照しながら詳細に説明する。
　図１に示すように、一実施形態に係る乗物用シートは、自動車の運転席に使用される車
両用シートＳとして構成され、乗員が着座するシートクッションＳ１と、背もたれとなる
シートバックＳ２と、ヘッドレストＳ３とを主に備えている。そして、詳細については後
述するが、この車両用シートＳは、自車両の後部に他車両が追突したり、後退する自車両
の後部が他車両や構造物に衝突したりして乗員の上体からシートバックＳ２に後退移動荷
重が作用したときに、乗員の上体をシートバックＳ２に沈み込ませるように構成されてい
る。
【００３２】
　シートクッションＳ１およびシートバックＳ２には、図２に示すようなシートフレーム
Ｆが内蔵されている。シートフレームＦは、シートクッションＳ１のフレームを構成する
シートクッションフレームＦ１と、シートバックＳ２のフレームを構成するシートバック
フレームＦ２とから主に構成されている。シートクッションＳ１は、シートクッションフ
レームＦ１に、ウレタンフォームなどのクッション材からなるシートクッションパッドと
、合成皮革や布地などからなる表皮材を被せることで構成され、シートバックＳ２は、シ
ートバックフレームＦ２に、クッション材からなるシートバックパッド５０と、表皮材６
０を被せることで構成されている（図５，６参照）。
【００３３】
　シートクッションフレームＦ１は、自動車のフロアにスライドレールＳＬを介して前後
にスライド移動可能に設置されている。また、シートバックフレームＦ２は、その下部が
シートクッションフレームＦ１の後部にリクライニング機構ＲＬを介して前後に傾動可能
に連結されている。
　なお、本明細書において、前後、左右および上下は、リクライニング機構ＲＬによって
シートバックＳ２が倒されていない状態の車両用シートＳに着座した乗員を基準とする。
【００３４】
　シートバックフレームＦ２は、上部フレーム１０と、左右のサイドフレーム２０と、下
部フレーム３０とを主に有して構成され、上部フレーム１０、左右のサイドフレーム２０
および下部フレーム３０が溶接などによって一体に結合された枠状に形成されている。左
右のサイドフレーム２０の間には、シートクッションＳ１に着座する乗員の後方に位置し
て、乗員の上体を後退移動可能に支持する受圧部としての受圧部材４０が配置されている
。
【００３５】
　上部フレーム１０は、略Ｕ形状に屈曲するパイプ材で構成されており、左右方向に延び
る横パイプ部１１の前側には、ヘッドレストＳ３を取り付けるための左右一対のサポート
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ブラケット１２が溶接によって固定されている。また、上部フレーム１０の上下方向に延
びる左右の縦パイプ部１３は、それぞれ、その下部に結合される左右のサイドフレーム本
体部２１と一体となってシートバックＳ２の左右のフレーム（左右のサイドフレーム２０
）を構成している。
【００３６】
　左右のサイドフレーム本体部２１は、金属板をプレス加工するなどして断面視略Ｕ形状
に形成され、左右方向に対向して配置されている。サイドフレーム本体部２１は、その上
部において縦パイプ部１３を抱持した状態で縦パイプ部１３と結合されており、その下部
が上部よりも前方に向けて張り出す張出部２２を有する形状に形成されている。
【００３７】
　受圧部材４０は、樹脂製の板状の部材であり、図３に示すように、略左右方向に延びる
上部連結ワイヤＷ１および下部連結ワイヤＷ２を介して、左右のサイドフレーム２０に対
し後退移動可能に設けられている。より詳細に、上部連結ワイヤＷ１は、受圧部材４０の
背面側上部に形成された係止部４５に係止され、左右の端部が縦パイプ部１３に固定され
た支持舌片１４に係止されることで、受圧部材４０の上部と左右のサイドフレーム２０を
連結している。また、下部連結ワイヤＷ２は、受圧部材４０の背面側下部に形成された係
止部４６に係止され、左右の端部がサイドフレーム本体部２１の内側面に固定された後方
に回動可能なリンク部材２３に係止されることで、受圧部材４０の下部と左右のサイドフ
レーム２０を連結している。
【００３８】
　このような受圧部材４０は、後退移動荷重が作用したときに、上部連結ワイヤＷ１の左
右両端の屈曲部分が撓んだり、リンク部材２３の回動によって下部連結ワイヤＷ２の左右
の端部が後方へ移動したりすることで、左右のサイドフレーム２０に対して後退移動する
。なお、リンク部材２３は、引張コイルばね（符号省略）を用いた公知の機構により、所
定値以上の後退移動荷重が作用した場合に後方へ揺動するように構成されている。
【００３９】
　受圧部材４０の上部、具体的には、受圧部材４０の乗員の胸部の高さに対応する部分の
左右両側には、支持部としての樹脂製の支持部材７０がそれぞれ設けられている。支持部
材７０は、シートバックＳ２内で乗員の上体側部を支持する部材であり、図４（ａ），（
ｂ）に示すように、受圧部材４０とは別体（別部品）として形成され、受圧部材４０に対
して着脱可能に構成されている。左右の支持部材７０（一方のみ図示）は、左右対称に形
成されており、それぞれ、板状の支持部本体７１と、支持部本体７１から延出する係合爪
７２と、支持部本体７１に設けられたリブ７３とを主に有して構成されている。
【００４０】
　図５に示すように、支持部本体７１は、支持部材７０が受圧部材４０に取り付けられた
状態において、受圧部材４０の左右両端部から左右方向外側の斜め前方に向けて延び出し
、シートバックパッド５０の上側部５２Ａを介して乗員の上体側部、より詳細には、上体
側部の後ろ寄りの部分を支持する。この支持部本体７１は、厚みＤ２が受圧部材４０の厚
みＤ１よりも厚くなっている。なお、支持部本体７１は、受圧部材４０に対して前後に弾
性変形可能であり、前から荷重が入力されたときには、乗員の上体側部を支持しつつ後方
へ撓めるようになっている。
【００４１】
　図４（ａ）に示すように、係合爪７２は、支持部本体７１の左右方向内側の端面７１Ａ
に、上下方向に並んで４つ設けられている。各係合爪７２は、それぞれ、端面７１Ａから
受圧部材４０に向けて延出する上下一対の延出片から構成され、各延出片の先端部には、
他方の延出片とは反対側に突出し、先端に向けて先細り形状となる爪部が形成されている
。
【００４２】
　受圧部材４０の上部の左右両端面４０Ａには、略矩形状の係合穴４１が、４対の係合爪
７２に対応した間隔で上下方向に並んで４つ設けられており、各係合爪７２は、対応する
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係合穴４１に係合可能となっている。そして、図４（ｂ）に示すように、係合爪７２を対
応する係合穴４１に係合させることで、支持部材７０は受圧部材４０に取り付けられる。
このように、受圧部材４０と支持部材７０は、受圧部材４０の左右それぞれに、上下方向
に並ぶ４つの連結部分、すなわち、係合爪７２と係合穴４１を有している。この係合爪７
２と係合穴４１（受圧部材４０と支持部材７０との連結部分）は、図３に示すように、サ
イドフレーム２０の左右方向内側に配置されている。
【００４３】
　図４に戻り、リブ７３は、支持部本体７１の略後方に向けて突出し、略左右方向（係合
爪７２の延出方向）に沿って長く延びる形状に形成されている。本実施形態においては、
各支持部材７０の支持部本体７１に、このようなリブ７３が上下方向に並んで３つずつ設
けられている。このような構成により、各支持部本体７１は断面視で凹凸形状をなすこと
になるので、その剛性が高められている。
【００４４】
　受圧部材４０と支持部材７０は、それぞれ、射出成形などの、加熱した樹脂を金型に充
填して成形する方法によって製造可能である。
【００４５】
　図３および図５に示すように、左右のサイドフレーム２０と受圧部材４０を連結する上
部連結ワイヤＷ１は、係合爪７２と係合穴４１を避けて、受圧部材４０と支持部材７０の
後ろを通るように配置されている。より詳細に、上部連結ワイヤＷ１は、左右方向に沿っ
て直線状に延びる水平部Ｗ１１が、上下方向に並ぶ２つの連結部分（係合爪７２）の間を
通るように配置されている。また、上部連結ワイヤＷ１の左右両端部は、支持部材７０の
後方において、各水平部Ｗ１１（一方のみ図示）の左右方向外側の端から前方に折れ曲が
った後、支持部本体７１の後面に沿って上方に向けて凸となるように屈曲する屈曲部Ｗ１
２を有している。そして、上部連結ワイヤＷ１は、屈曲部Ｗ１２の端からサイドフレーム
２０の支持舌片１４に向けて折れ曲がった後、支持舌片１４に係止されている。
【００４６】
　図５に示すように、シートバックフレームＦ２を覆うシートバックパッド５０は、乗員
の上体背部に対面する中央部５１と、中央部５１の左右両側に設けられて中央部５１より
も前に張り出した左右の側部５２とを有している。左右の側部５２のうち、シートバック
Ｓ２の乗員の胸部の高さに対応する上側部５２Ａは、支持部材７０が設けられていること
で、中央部５１寄りの部分が、図６に示す支持部材７０が設けられていない乗員の腰部の
高さに対応する下側部５２Ｂよりも前後方向に薄くなるように形成されている。図６には
、上側部５２Ａが下側部５２Ｂよりも前後方向に薄くなっていることをわかりやすく示す
ため、二点鎖線で上側部５２Ａの後側の輪郭を示している。
【００４７】
　次に、以上のように構成された車両用シートＳの作用効果について説明する。
　図５に示すように、車両用シートＳは、受圧部材４０に支持部材７０が取り付けられて
いるので、通常の着座時には、シートバックパッド５０を介して、受圧部材４０によって
乗員の上体（背中）を後方から支持し、支持部材７０によって乗員の上体側部を斜め後方
から支持することができる。これにより、支持部材７０が設けられていない構成と比較し
て、乗員の上体を安定して支持することができる。
【００４８】
　本実施形態では、支持部材７０（支持部本体７１）にリブ７３が設けられているので、
支持部材７０の剛性が向上している。また、支持部材７０は、支持部本体７１の厚みＤ２
が受圧部材４０の厚みＤ１よりも厚いので、これによっても、剛性が向上している。これ
らにより、支持部材７０によって乗員の上体側部をより安定して支持することができる。
【００４９】
　また、本実施形態では、上部連結ワイヤＷ１が支持部材７０の後ろを通るように配置さ
れているので、支持部材７０にかかった荷重を上部連結ワイヤＷ１によっても支えること
ができる。特に、本実施形態では、図３に示すように、上部連結ワイヤＷ１が、支持部材
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７０の後方で上方に向けて凸となる屈曲部Ｗ１２を有するので、上部連結ワイヤＷ１の支
持部材７０の後ろに配置された部分の面積が大きくなるため、支持部材７０にかかった荷
重を上部連結ワイヤＷ１によって安定して支持することができる。これらにより、乗員の
上体側部を一層安定して支持することができるようになっている。
【００５０】
　一方、自車両の後部に他車両が追突したり、後退する自車両の後部が他車両などに衝突
したりする後突により、乗員からシートバックＳ２に後退移動荷重が作用すると、図７（
ａ），（ｂ）に示すように、二点鎖線で示す荷重入力前の位置からシートバックパッド５
０が撓みながら後退移動するとともに、シートバックパッド５０に押されて受圧部材４０
が後退移動する。このとき、図７（ａ）に示すシートバックパッド５０の上側部５２Ａは
、下側部５２Ｂよりも前後方向に薄いことで撓みやすくなっているので、後退移動荷重の
入力により、図７（ｂ）に示す下側部５２Ｂよりも速やかに、かつ、大きく撓むこととな
る。これにより、乗員の上体上部（胸部の高さ位置に対応する部位）は、シートバックパ
ッド５０に対して、上体下部（腰部の高さ位置に対応する部位）よりも速やかに、かつ、
深く沈み込むこととなる。その結果、上体上部に近い頭部が速やかにヘッドレストＳ３に
近づいて支持されるので、後突によって頸部に加わる衝撃をより軽減することができる。
【００５１】
　以上説明した車両用シートＳは、図４（ａ）に示したように、受圧部材４０と支持部材
７０が別体として形成されているので、受圧部材４０と支持部材７０を個別に製造するこ
とができるため、支持部が一体に形成された受圧部材（以下、支持部付き受圧部材という
。）を製造する場合と比較して、受圧部材４０や支持部材７０の製造可能なサイズや形状
などのバリエーションを増加させることができる。具体的には、例えば、受圧部材４０や
支持部材７０、支持部付き受圧部材を射出成形によって製造する場合において、支持部付
き受圧部材を製造するための金型は、受圧部材４０を製造するための金型と比較して、キ
ャビティの形状が大きくなり、かつ、複雑になるため、樹脂の流れ込み性や樹脂の硬化、
成形品の取り出しなどを考慮すると、受圧部部分や支持部部分のサイズや形状などに制約
が生じる。しかし、受圧部材４０と支持部材７０を個別に製造できることで、そのような
制約が小さくなるため、製造可能なサイズや形状などのバリエーションが増加することと
なる。従って、車両用シートＳでは、受圧部材４０と支持部材７０が別体として形成され
ていることで、受圧部材４０や支持部材７０の設計自由度を向上させることができる。
【００５２】
　本実施形態では、支持部材７０が受圧部材４０に対して着脱可能、すなわち、取り付け
たり取り外したりすることができるように構成されているので、支持部材７０の取り替え
が可能となる。これにより、例えば、車両用シートＳの流通後などに支持部材７０を交換
したり、受圧部材４０を再利用したりすることなどが可能となる。
【００５３】
　また、本実施形態では、支持部材７０（支持部本体７１）に受圧部材４０の係合穴４１
に係合可能な係合爪７２が設けられているので、係合爪７２と係合穴４１との係合により
、受圧部材４０に対して支持部材７０を容易に取り付けることができる。なお、本実施形
態においては、係合爪７２や係合穴４１を設けるため、支持部本体７１（端面７１Ａ付近
）や受圧部材４０上部の左右両端部（端面４０Ａ付近）が前後方向に厚めに形成されてい
る。これにより、受圧部材４０に取り付けられた支持部材７０に対し、乗員から荷重が入
力されたときには、端面７１Ａ，４０Ａが当接することで、支持部材７０の後方への回動
が規制されるため、係合爪７２（支持部材７０）が係合穴４１（受圧部材４０）から外れ
てしまうことを抑制することができる。また、端面７１Ａ，４０Ａの当接によって支持部
材７０の後方への回動が規制されることで、支持部材７０の後方への撓み量が抑えられる
可能性があるが、図４（ｂ）に示すように、受圧部材４０の左右両端面４０Ａの近くに上
下方向に長い貫通孔４０Ｃ（スリット）を設けることで、受圧部材４０が貫通孔４０Ｃ付
近で撓みやすくなるため、支持部材７０（受圧部材４０の左右）の撓み量を確保すること
ができる。
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【００５４】
　また、本実施形態では、上部連結ワイヤＷ１が係合爪７２と係合穴４１を避けて配置、
具体的には、図３に示したように、上部連結ワイヤＷ１の水平部Ｗ１１が上下方向に並ぶ
２つの係合爪７２の間に配置されているので、上部連結ワイヤＷ１と係合爪７２との干渉
を抑制することができる。また、本実施形態では、係合爪７２がサイドフレーム２０の左
右方向内側に配置されているので、係合爪７２とサイドフレーム２０との干渉も抑制する
ことができる。これらにより、係合爪７２付近に不要な力がかかりにくくなるので、例え
ば、支持部材７０が受圧部材４０から外れてしまうことなどを抑制することが可能となる
。
【００５５】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は前記実施形態に限定されるもの
ではない。具体的な構成については、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更が可能で
ある。
【００５６】
　前記実施形態で示した支持部材７０（支持部）の具体的な構成は一例であり、本発明は
前記実施形態の構成に限定されるものではない。例えば、図８に示すように、支持部材７
０は、支持部本体７１や係合爪７２、リブ７３のほかに、自身の後方への回動を規制する
規制部７４をさらに有していてもよい。詳しく説明すると、図８に例示した規制部７４は
、支持部本体７１の端面７１Ａの後部から受圧部材４０に向けて延出し、受圧部材４０の
後面４０Ｂに沿って受圧部材４０の左右両端の後ろまで延びる略板状に形成されている。
このような規制部７４を有することで、支持部材７０の後方への回動を規制することがで
きるので、支持部材７０によって乗員の上体側部をより安定して支持することができる。
また、支持部材７０の後方への回動が規制されることで、係合爪７２（支持部材７０）が
係合穴４１（受圧部材４０）から外れてしまうことを抑制することができる。
【００５７】
　前記実施形態では、受圧部材４０（受圧部）と支持部材７０が、受圧部材４０の左右そ
れぞれに、上下方向に並ぶ４つの係合爪７２や係合穴４１を有していたが、本発明はこれ
に限定されるものではない。例えば、係合爪７２や係合穴４１の数は３つ以下であっても
よいし、５つ以上であってもよい。また、受圧部に係合爪が設けられ、支持部に係合穴が
設けられていてもよい。また、複数の係合爪や係合穴は、上下方向ではなく、左右方向に
並んで設けられていてもよい。また、前記実施形態では、係合爪７２と係合穴４１との係
合により、支持部材７０が受圧部材４０に対して着脱可能に取り付けられる構成を例示し
たが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、ボルトとナットの締結などによ
り、支持部が受圧部に対して着脱可能に取り付けられる構成であってもよい。また、前記
実施形態では、支持部材７０が受圧部材４０に対して着脱可能に構成されていたが、本発
明はこれに限定されず、支持部は、例えば、接着剤などにより、受圧部に対して着脱不能
に固定されていてもよい。
【００５８】
　前記実施形態では、上部連結ワイヤＷ１（連結ワイヤ）は、左右方向に沿って直線状に
延びる水平部Ｗ１１が上下に並ぶ２つの係合爪７２（連結部分）の間を通るように配置さ
れていたが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、連結ワイヤは、上方や下
方に向けて屈曲する部分のうち、左右方向に沿って延びる部分（屈曲する部分の頂部）が
上下に並ぶ２つの連結部分の間を通るように配置されていてもよい。また、前記実施形態
では、上部連結ワイヤＷ１が係合爪７２と係合穴４１（連結部分）を避けて配置されてい
たが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、接着剤などにより支持部が受圧
部に固定される構成においては、連結ワイヤは、連結部分（接着部分）を横切るように配
置されていてもよい。
【００５９】
　前記実施形態では、支持部本体７１（支持部材７０）の厚みＤ２が受圧部材４０の厚み
Ｄ１よりも厚くなっていたが、本発明はこれに限定されず、例えば、支持部の厚みは、受
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圧部の厚みと同じであってもよい。
【００６０】
　前記実施形態では、図３に示したように、上部連結ワイヤＷ１（連結ワイヤ）が支持部
材７０の後方に上方に向けて凸となる屈曲部Ｗ１２を有する構成を例示したが、本発明は
これに限定されるものではない。例えば、連結ワイヤは、支持部の後方に、下方に向けて
凸となる屈曲部分を有する構成であってもよい。また、連結ワイヤは、支持部の後方に、
上方に向けて凸となる屈曲部分と、下方に向けて凸となる屈曲部分の両方を有する構成で
あってもよい。また、連結ワイヤは、支持部の後方に、屈曲部分を有していない構成であ
ってもよい。
【００６１】
　前記実施形態では、左右のサイドフレーム２０と受圧部材４０（受圧部）を連結する部
材として、ワイヤ状の部材（上部連結ワイヤＷ１および下部連結ワイヤＷ２）を例示した
が、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、左右のサイドフレームと受圧部を
連結する部材は、コイルばね状の部材であってもよいし、ベルト状（帯状）の部材であっ
てもよい。
【００６２】
　前記実施形態で示したシートフレームＦ（シートクッションフレームＦ１およびシート
バックフレームＦ２）の具体的な構成は一例であり、本発明は前記実施形態の構成に限定
されるものではない。例えば、前記実施形態では、シートバックフレームＦ２の左右のサ
イドフレーム２０は、パイプ状の縦パイプ部１３と、板状のサイドフレーム本体部２１と
から構成されていたが、これに限定されず、サイドフレームは、パイプ状のフレームだけ
から構成されていてもよいし、板状のフレームだけから構成されていてもよい。また、前
記実施形態では、受圧部材４０や支持部材７０が板状に形成されていたが、これに限定さ
れず、受圧部や支持部は板状でなくてもよい。
【００６３】
　前記実施形態では、乗物用シートとして、自動車で使用される車両用シートＳを例示し
たが、本発明はこれに限定されず、その他の乗物用シート、例えば、船舶や航空機などで
使用されるシートに適用することもできる。
【符号の説明】
【００６４】
　２０　　サイドフレーム
　４０　　受圧部材
　４０Ａ　端面
　４０Ｂ　後面
　４１　　係合穴
　７０　　支持部材
　７１　　支持部本体
　７２　　係合爪
　７３　　リブ
　７４　　規制部
　Ｓ　　　車両用シート
　Ｓ１　　シートクッション
　Ｓ２　　シートバック
　Ｗ１　　上部連結ワイヤ
　Ｗ１１　水平部
　Ｗ１２　屈曲部
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